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最
低
賃
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
最
低
賃
金
の
効
力
）

第
五
条

使
用
者
は
、
最
低
賃
金
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

最
低
賃
金
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
の
労
働
契
約
で
最
低
賃
金
額
に
達
し
な
い
賃
金
を
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
無
効
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
無
効
と
な
つ
た
部
分
は
、
最
低
賃
金
と
同
様
の
定
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３

次
に
掲
げ
る
賃
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
賃
金
に
算
入
し
な
い
。

一

一
月
を
こ
え
な
い
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
以
外
の
賃
金
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

二

通
常
の
労
働
時
間
又
は
労
働
日
の
賃
金
以
外
の
賃
金
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

三

当
該
最
低
賃
金
に
お
い
て
算
入
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
賃
金

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
労
働
者
が
そ
の
都
合
に
よ
り
所
定
労
働
時
間
若
し
く
は
所
定
労
働
日
の
労
働
を
し
な
か
つ
た
場
合
又
は
使
用
者
が
正
当
な
理
由
に
よ
り
労
働

者
に
所
定
労
働
時
間
若
し
く
は
所
定
労
働
日
の
労
働
を
さ
せ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
し
な
か
つ
た
時
間
又
は
日
に
対
応
す
る
限
度
で
賃
金
を
支
払
わ
な
い
こ
と
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
。

（
最
低
賃
金
審
議
会
の
意
見
に
関
す
る
異
議
の
申
出
）

第
十
六
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
最
低
賃
金
審
議
会
の
意
見
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
意
見
の
要
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

（
委
員
）

第
二
十
九
条

委
員
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
が
任
命
す
る
。

２
・
３

（
略
）

４

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
三
十
条

最
低
賃
金
審
議
会
に
会
長
を
置
く
。

２

会
長
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
が
選
挙
す
る
。
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３

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

４

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
者
が
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
専
門
部
会
等
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

専
門
部
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、
関
係
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
同
数
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

４
・
５

（
略
）

６

最
低
賃
金
審
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
審
議
に
際
し
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
労
働
者
、
関
係
使
用
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
き
く
も
の
と

す
る
。

（
報
告
）

第
三
十
五
条

厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者

又
は
労
働
者
に
対
し
、
賃
金
に
関
す
る
事
項
の
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
基
準
監
督
官
の
権
限
）

第
三
十
八
条

労
働
基
準
監
督
官
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
使
用
者
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又

は
関
係
者
に
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

○
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
職
業
訓
練
の
認
定
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
事
業
主
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
主
等
が
当
該
職
業
訓
練
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４

（
略
）
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○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
労
働
基
準
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
四
条

労
働
基
準
法
第
九
条
に
規
定
す
る
事
業
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
事
業
」
と
い
う
。
）
の
事
業
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
事
業
主
」
と
い
う
。
）

に
雇
用
さ
れ
、
他
の
事
業
主
の
事
業
に
お
け
る
派
遣
就
業
の
た
め
に
当
該
事
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
同
条
に
規
定
す
る
労
働
者
（
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
に
使
用
さ

れ
る
者
及
び
家
事
使
用
人
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
事
業
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
派
遣
先
の
事
業
主
」
と
い
う
。
）
に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
派
遣
中
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
就
業
に
関
し
て
は
、
当
該
派
遣
中
の
労
働
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
事
業
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
派
遣
先
の
事
業
」

と
い
う
。
）
も
ま
た
、
派
遣
中
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
と
み
な
し
て
、
同
法
第
三
条
、
第
五
条
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
の
規
定
を
含
む
。

）
を
適
用
す
る
。

２
～
６

（
略
）

○
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
船
員
）

第
一
条

こ
の
法
律
で
船
員
と
は
、
日
本
船
舶
又
は
日
本
船
舶
以
外
の
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
船
舶
に
乗
り
組
む
船
長
及
び
海
員
並
び
に
予
備
船
員
を
い
う
。

②
・
③

（
略
）

○
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
（
抄
）

（
船
員
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
等
）

第
八
十
九
条

派
遣
就
業
の
た
め
に
船
員
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
船
舶
」
と
い
う
。
）
に
乗
り
組
む
派
遣
船
員
で
あ
つ
て

、
船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
乗
組
み
派
遣
船
員
」
と
い
う
。
）
の
派
遣
就
業
に
関
し
て
は
、
当

該
船
員
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
も
ま
た
乗
組
み
派
遣
船
員
を
使
用
す
る
船
舶
所
有
者
と
み
な
し
て
、
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
の
規
定
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

２
～

（
略
）

１２


